
  

社会福祉法人 毛呂病院 

さいたま市与野本町デイサービスセンター 
 

 

 

                  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学・お問い合わせ 随時受付け 

担当： 生活相談員 澁澤 政男 

住所： さいたま市中央区本町東４-７-２０ 

電話： ０４８-８５３-５０００ 

明るいデイルーム 

お食事はもちろん、団らん

やレクリエーションを 

お楽しみいただけます。 

 

利用者様からご好評いただい 

ている昼食。 

嚥下機能に応じて食べやすい

お食事を提供いたします。 

浴室 

テラスでは、ミニトマトや

ゴーヤなど季節の家庭菜園

を楽しんでいます。 

機械浴槽 

充実した機能訓練室 

一般浴槽 

お身体の状態に合わせて

お選びいただけます。 

トレーニングマシン６機種を完備。 

理学療法士と作業療法士がご利用者様の 

お身体に合わせたリハビリプログラムを 

立案いたします。 

訓練だけでなく、できることは自分で行う 

ことが生活リハビリと考えています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金 

介護保険適用による１割負担（通常規模・６時間以上８時間未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日のプログラム 

１９：００ ご到着、健康チェック 

１０：００ あいさつ、入浴（希望者）、 

体操、パソコンなどの趣味活動 

１２：００ 昼食 

１３：００ 機能訓練、レクリエーション 

１５：００ おやつ 

１５：３０ お帰り 

口腔機能向上プログラム 

 毎週水・土曜日は、歯科衛生士による 

 口腔衛生指導、ブラッシングなどの 

 お口の健康づくりに取り組んでいます。 

行事 

誕生会や季節行事の他、ボランティアに 

よるさまざまなイベントを行っています。 

園児たちとのふれあい 

介護給付（１日あたり） 

要介護１       ６９６ 円 

要介護２       ８１１ 

要介護３       ９２６ 

要介護４        １,０４１ 

要介護５        １,１５６ 

入浴費         ５２ 

個別機能訓練サービス費      ２８ 

口腔機能向上サービス費      １５ 

サービス提供体制強化加算    １３ 

予防給付（１月あたり） 

  要支援１                    ２,２８７ 円 

  要支援２                    ４,４７１ 

  運動器機能向上サービス費      ２３１ 

  口腔機能向上サービス費        １５４ 

  サービス提供体制強化加算Ⅰ      ５０ 

  サービス提供体制強化加算Ⅱ      ９９ 

実費（１日あたり） 

  昼食費                       ７３０ 円 

  日常生活費                     ７０ 

  その他 

送迎 

中央区および周辺地域の送迎が可能です。 

ご相談ください。 

設 置 法 人： 社会福祉法人 毛呂病院 

開 設 者 ： 理事長 丸木清浩 

所 在 地 ： 埼玉県さいたま市中央区本町東４-７-２０ 

管 理 者 ： 櫻庭学 

事業者番号： １１７６５０８０４０（介護保険） 

事業者番号： １１４６５０３５５０（自立支援法・基準該当） 

相 談 窓 口： 生活相談員 澁澤政男 

電 話 番 号： ０４８-８５３-５０００ 

事 業 形 態： さいたま市からの受託業務（指定管理者制度） 

介護保険法に基づくサービス利用と障害者自立 

支援法による生活介護のサービス利用が可能です。 

運営方針 

・多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して、 

総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用 

者が個人の尊厳を保ちつつ心身ともに健やかに育成さ 

れ、またその能力に応じて自立した日常生活を地域社 

会において営むことができるよう最大限の支援をします。 

・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場 

 に立ったサービス提供に努めます。 

・利用者が可能な限り、その居宅において、その有する 

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、 

必要な日常生活上の介護及び機能訓練を行うことに 

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の 

維持並びに利用者家族における身体的・精神的負担 

の軽減を図ります。 

・事業の運営にあたり、地域との結びつきを重視し、市町 

村、他の居宅サービス事業者、その他保健医療サービ 

ス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めて 

参ります。 


